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台風 19 号の風評被害緊急対策事業の実施について 

 

台風 19 号においては全国で甚大な被害が発生しました。被災された皆様方にお見舞い

申し上げるとともに、一刻も早い復旧復興をご祈念申し上げます。 

本町においても浸水や土砂崩れ等、台風被害としては数十年ぶりの大きな被害となりま

した。現在、被害状況の把握もだいたい終わったところです。 

秋の観光シーズンを前に、観光施設では多少の被害はありましたが、幸いなことに観光

客の受入れ不能や不便をかけるような被害までにはなっておりません。観光バスが通過す

る主要道路についても現状では問題なく通行できる環境にあります。 

しかし災害報道などで町外から大きな不安を招いている可能性があり、実際にバス会社

や観光エージェント等から道路状況や被災状況の確認が多数入っております。 

このままでは風評被害が懸念されることから、町では風評被害緊急対策事業を下記の通

り実施いたします。今後も必要があれば各種支援を迅速に検討していきたいと思います。 

各位におかれましては、錦秋の秋山郷をはじめとする津南への観光をお考えの皆様に安

心しておいでいただけるよう本事業をご紹介いただき、誘客にご協力いただけますようお

願い申し上げます。 

 

記 

津南町風評被害緊急対策事業 

概要 津南町が実施している「秋山郷 de Travel（アキヤマゴウ デ トラベル）」

の 10 月 19 日以降の催行 15 回分と津南町観光協会が実施する「雪国の知恵に触

れるツアー」の参加者に 1,000 円の宿泊補助券を贈呈し、町内宿泊につなげるこ

とで、風評被害の払しょくを図る。 

参加者は宿泊の際、券を宿泊施設に提示することで千円分の割引（支払い済みの

場合はキャッシュバック）を受けることができる。 

対象施設 主旨に賛同する町内宿泊施設 14 施設 

想定人数 約 320 人 

有効期限 宿泊補助券の有効期限は 2020 年 2 月 29 日まで 

問合せ先 津南町地域振興課商工観光班 電話 025-765-3115 

 


